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伊佐市農業委員会第１２回総会議事録 

 

１．開催日時  令和３年３月 29 日（月）午前 9 時 00 分から 10 時 35 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （24 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

7 番委員 12 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

6 番推進委員 15 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （2 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  １０番委員   １１番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第４号「非農地証明願」について 

議案第５号「農地付き空き家・空き店舗バンク下限面積」（解除）について 

議案第６号「別段の面積（下限面積）」の決定について 

議案第７号「辞任届」の承認について 

     議案第８号「職員の任免」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

皆さん、おはようございます。 

只今より、令和２年度 第１２回農業委員会総会を開催いたします。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

本日の出席人数は１１名で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

 

皆様おはようございます。 

先日、事務局職員の異動内示が発令されまして、皆様方のお手元に配

られていますが、追加事案で職員の任命について協議していただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１０番農業委員と１１番農業委員に、お願いいたします。 

只今より総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項

の規定による通知」についてお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

の１ページ農地法による解約が１件。資料の２ページから５ページまで

農業経営基盤強化促進法による解約が１６件です。 

以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、続いて報告２「農地の利用目的変更につい

て」についてお願いいたします。 

 

６ページをお開き下さい。 

報告第２号「農地の利用目的変更」の番号１番、２番につきまして、

去る３月２３日に事務局で現地調査を行いましたので報告いたします。 

番号１番の申請人 ＮＮさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

８８歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字東１０６９番、地目は田、地積は７７２

㎡で、城下自治会館から東へ約５０ｍに位置しています。 

申請地の地目は田となっていますが、平成２０年以前より休耕田とし

て現在までネギ等の野菜を作付けしており、今後も畑として利用したい

とのことで、今回農地利用目的変更の申請を提出されています。 

以上のことから、本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。 

続きまして、番号２番の申請人 ＭＳさんは、伊佐市菱刈川南に居住

され、年齢は４０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字堂山６３５番１、地目は田、地積は１，

９７９㎡で、菱刈中学校から南へ約１．１ｋｍに位置しています。 

申請地の地目は田となっていますが、畜産業を営んでいることから今

後は盛土を行い畑として飼料作物を作付けし、経営の規模拡大を図りた

いとのことで、今回農地利用目的変更の申請を提出されています。 

以上のことから、本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。 

ご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第 1 号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見決定のうち、所有権移転について説明いたします。 

７ページをご覧ください。 

番号１番の譲渡人は、伊佐市大口目丸に居住されている ＩＴさんで

す。 

譲受人は、伊佐市大口目丸に居住されている認定農業者のＮＴさんで

す。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

土地の所在地は伊佐市大口目丸字小櫻１１０８番地５で、地目は田、

地積は２，７５５㎡です。 

大口東小学校から西へ約３００ｍに位置する農用地区域内農地に指定

されている良く管理された農地です。 

続きまして、貸借について説明いたします。 

２２ページの総括表をご覧ください。 

期間は３年から１９年で、面積は合計２６４,１０８㎡です。利用権を

設定する者の数８２名、利用権の設定を受ける者の数４８名です。 

土地の詳細につきましては、８ページから２１ページ番号１番から８

３番のとおりです。以上説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に

係る意見決定については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番から１５番まで一括で報告をお願いします 

ご意見、質問等は全ての報告終了後、お願いいたします。 

整理番号１番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る３月２３日に現地調査をいたしました

ので、私７番が報告いたします。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

申請人 ＨＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は４８歳です。 

渡し人 ＭＭさんは、鹿児島市桜ケ丘３丁目に居住され、年齢は７９

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字崩ケ宇都３１９２番３で、地目は田、地

積は１，０６１㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１８，７６７㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る３月２１日に現地調査をいたしました

ので、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＹＳさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は８７歳です。 

渡し人 ＯＨさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は７５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字飛田２９９６番で、地目は田、地積は２

７６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１６，９５５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．７ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号３番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る３月２６日に現地調査をいたしました

ので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＹＳさんは、大阪市生野区巽東に居住され、年齢は４９歳で
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

渡し人 ＭＡさんは、鹿児島市東坂元二丁目に居住され、年齢は６５

歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字天子ノ前３８３番１外３筆で、地目は田

２筆、畑２筆で、地積は合計４５０㎡で所有権移転売買になります。 

空家バンク利用での購入ですが、Ｙさんは定年までを大阪に住まれま

すが、それまでは叔母が移住して野菜等を作るとのことです。新規就農

で営農計画書が提出されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号４番、５番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番につきまして、去る３月２３日に現地調査をいたしました

ので、私８番が報告いたします。 

申請人 ＴＩさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は４６歳です。 

渡し人 ＫＳさんは、神奈川県足柄上郡大井町上大井に居住され、年

齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字野中３３６４番外４筆で、地目は田で、

地積は合計６，３８７㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は８８，４６９㎡で取得可能面積であります。農業従

事は４名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

続きまして、整理番号５番につきまして、去る３月２３日に現地調査

をいたしましたので、私８番が報告いたします。 

申請人 ＴＩさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は４６歳です。 

渡し人 ＫＳさんは、神奈川県足柄上郡大井町上大井に居住され、年

齢は６３歳です。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

申請地は、伊佐市大口山野字風呂元２９３７番３外３筆で、地目は田

1筆、畑３筆で、地積は合計３，８７６㎡で所有権移転売買になります。 

 また、備考欄に記載してあるようにこの田、畑は共有名義者が１０名

で、Ｔさんの持ち分となるのが２４分の３となっており、残りについて

は利用権設定を行い、受人が管理されるそうです。 

受人の経営面積は８８，４６９㎡で取得可能面積であります。農業従

事は４名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号６番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る３月２７日に現地調査をいたしました

ので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＫＭさんは、福岡県中間市中央三丁目に居住され、年齢は６

８歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字伊ケ月１３０７番２外６で、地目は田５

筆、畑２筆で、地積は合計３，４０９㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１９，１１４㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１．２ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号７番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番につきまして、去る３月２１日に現地調査をいたしました

ので、私５番が報告いたします。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

申請人 ＡＴさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は４５歳で

す。 

渡し人 ＳＹさんは、伊佐市小木原に居住され、年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字西牟田７３６番１外２筆で、地目は田、

地積は合計３，４４７㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は２３０，０５８㎡で取得可能面積であります。農業

従事者は３名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号８番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号８番につきまして、去る３月２２日に現地調査をいたしました

ので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＨＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＳＹさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は８５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字上キロ１５８４番で、地目は田、地積は

７６５㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は自作地２，４７１㎡と今回の取得分７６５㎡と合わ

せ３，２３６㎡で取得可能面積であります。農業従事者は４名で、通作

距離は約０．１ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあ

り農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、委任状等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号９番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る３月２４日に現地調査をいたしました

ので、私２番が報告いたします。 
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議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

申請人 ＵＭさんは、熊本県芦北郡芦北町大字湯浦に居住され、年齢

は４５歳です。 

新規就農者で、伊佐市大口大田で合同会社Ｈ企画を経営され、殆ど伊

佐市に在住されているとのことでした。 

渡し人 ＭＳさんは、愛知県岡崎市伝馬通に居住され、年齢は７０歳

です。 

申請地は、伊佐市大口里字小水流１７０３番３外４筆で、地目は畑１

筆、田４筆で、地積は合計５，０５２㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は今回の取得分５，０５２㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は２名で、通作距離は約２７．０ｋｍで、現況は良く管

理された農地です。経営意欲はあり農機具等はリースとのことです。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書、住民票等が添付

してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１０番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る３月２０日に現地調査をいたしまし

たので、私４番が報告いたします。 

申請人 ＴＥさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＫＴさんは、京都府京都市北区大北山原谷乾町に居住され、

年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市大口針持字松尾３０４８番１外２筆で、地目は田、

地積は合計３，３０３㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１４９，００８㎡で取得可能面積であります。農業

従事者は４名で、通作距離は約０．５ｋｍで、現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１１番、１２番について、１０番農業委員の報告を求めます。 
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１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番、１２番につきまして、去る３月２３日に現地調査をい

たしましたので、私１０番が報告いたします。 

整理番号１１番の申請人 ＴＮさんは、伊佐市大口大田に居住され、

年齢は８１歳です。 

渡し人 ＨＡさんは、伊佐市大口上町に居住され、年齢は８２歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下１８０６番外１筆で、地目は田、

地積は合計９８５㎡で所有権移転交換になります。 

受人の経営面積は総会資料１６ページ整理番号５４番の２，１５４㎡

と今回の９８５㎡、経営農地３６９㎡を合計した３，５０８㎡で取得可

能面積であります。農業従事者は１名で、通作距離は約１．５ｋｍで、

現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は一部リース

で行うとのことでした。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

続きまして、整理番号１２番の申請人 ＨＡさんは、伊佐市大口上町

に居住され、年齢は８２歳です。 

渡し人 ＴＮさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は８１歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下２３３２番６で、地目は田、地

積は１，００１㎡で所有権移転交換になります。 

受人の経営面積は３，７９３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１．８ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は一部リースで行うとのことでした。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

１１番、１２番も添付書類として全部事項証明書、字図等が添付して

あります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１３番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１３番につきまして、去る３月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私１２番が報告いたします。 

申請人 ＹＭさんは、伊佐市菱刈に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＹＭさんは、鹿児島市照国町に居住され、年齢は４７歳です。
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

二人は親子関係になります。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字荒瀬６７０番１外２筆で、地目は畑、地

積は合計３，６７１㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は今回の贈与分３，６７１㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は１名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況は良く管理

された農地です。経営意欲はあり農機具等はリースで行うとのことでし

た。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１４番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１３番につきまして、去る３月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私１２番が報告いたします。 

申請人 ＩＴさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は６２歳です。 

渡し人 ＵＮさんは、鹿児島市鴨池新町に居住され、年齢は７５歳で

す。 

申請地は、伊佐市大口山野字三丸田４００７番外１筆で、地目は田、

地積は合計３，５５５㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１０５，２０２㎡で取得可能面積であります。農業

従事者は４名で、通作距離は約２．０ｋｍで、現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

整理番号１５番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１５番につきまして、去る３月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私７番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

申請人 ＮＤさんは、伊佐市菱刈花北に居住され、年齢は４５歳です。 

渡し人 ＮＫさんは、伊佐市菱刈田中に居住され、年齢は７７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字宮牧５５０番外７筆で、地目は田７筆、

畑１筆で、地積は合計１７，９３５㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２１，００４㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は３名で、通作距離は約０．６ｋｍで、現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図、営農計画書等が添付してあり

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１５番について、許可することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から１５番については許可が決定いたしました。 

 

 整理番号１６番については、１０番農地利用最適化推進委員が譲受人

となっていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づ

き、議事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いし

ます。 

 

（「１０番農地利用最適化推進委員」退席。） 

 

整理番号１６番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１６番につきまして、去る３月１８日に現地調査をいたしまし
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

たので、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６４歳です。 

渡し人 ＨＡさんは、姶良市加治木町木田に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字宇都３２２０番で、地目は田で、地積は

１，８３８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は４４，６１５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１．０ｋｍで、現況は不耕作地ですが耕う

んし農地にするとのことでした。経営意欲はあり農機具等は完備されて

います。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終

わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１６番については許可が決定いたしました。 

ここで１０番農地利用最適化推進委員の入席をお願いします。 

 

（「１０番農地利用最適化推進委員」入席。） 

 

１０番農地利用最適化推進委員、許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついて、申請件数１６件について１６件の処分が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 
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議 長 

 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついて報告をお願いします。 

整理番号１番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１番について、去る３月２３日、申請人の代理

人 Ｉ行政書士立会いのもと、８番農業委員、２番推進委員、私９番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、９番が報告いたします。 

譲受人は、福岡市博多区東光二丁目に所在する Ｊ株式会社 代表取

締役 ＫＹさんで一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口青木に居住されている ＯＫさんで、年齢は６

３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字宮牧６０８番外１筆で、地目は畑、地積

は合計５１６㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第１種農地で、所有権移転

売買ですが、隣接する山林及び宅地と一体として実施する申請に係る事

業の目的に供する土地の面積１，７４２．５９㎡の内３分の１を超えて

いない場合に該当し許可相当です。 

所在地は、田中小学校から南南東へ約１ｋｍに位置しており、西側及

び北側は畑、南側は宅地、東側は道路で周囲に与える影響はないと思わ

れます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３４４枚の内１１６枚が当該

農地分で、設置容量４９．５kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 



 15 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号２番について、去る３月２３日、申請人の代理

人 Ｉ行政書士立会いのもと、９番農業委員、２番推進委員、私８番農

業委員の３名で共同調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、福岡市博多区東光二丁目に所在する Ｊ株式会社 代表取

締役 ＫＹさんで一般法人です。 

譲渡人は、東京都三鷹市下連雀六丁目に居住されている ＹＹさんで、

市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口小木原字渡田２９８番１外２筆で、地目は畑、

地積は合計１，７１８㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、春村公民館から南へ約２００ｍに位置しており、南側は宅

地と山林、東側は宅地、西側は道路を挟み宅地、北側は山林で周囲に与

える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３４４枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

  

 

議 長 

  

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

  

 

 

 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号３番について、去る３月２３日、申請人の代理

人 Ｍ行政書士立会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委員、私６

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、長崎市五島町に所在する 株式会社 Ｙで一般法人です。 

譲渡人は、大分市下郡南五丁目に居住されている ＳＫさんで、年齢

は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字東原２５８番５で、地目は畑、地積は１，

１０６㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、旧ＪＡ崎山支所から東へ約３００ｍに位置しており、東側

は宅地、西側は道路、南側は宅地、北側は道路で周囲に与える影響はな

いと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１４０枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

  

 

 

 

 

議 長 

  

 

議 長 

  

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号４番について、去る３月２３日、申請人の代理

人 Ｔ行政書士立会いのもと、４番農業委員、１０番農業委員、私５番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ株式会社で一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口平出水に居住されている ＴＩさんで、年齢は

７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字折小野１９６３番外２筆で、地目は田、

地積は合計１，９５７㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、平出水小学校から西へ約４ｋｍに位置しており、東側は雑

種地、西側は高土手があり道路、南側は田、北側は原野で周囲に与える

影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

 整理番号５番、６番、７番については、関連がありますので一括で報

告をお願いします。 

４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号５番、６番、７番について、関連していますの

で一括して報告いたします。 

去る３月２３日、申請人の代理人 Ｔ行政書士立会いのもと、５番農

業委員、１０番農業委員、私４番農業委員の３名で共同調査をしました

ので、４番が報告いたします。 

整理番号５番、６番、７番の譲渡人は、埼玉県所沢市若狭四丁目に居

住されている ＨＨさんで、市外住民で年齢は６１歳です。 

整理番号５番の譲受人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＨＮさ

んで、年齢は２９歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字久木元８２１番１６で、地目は田、地積

は５６９．０７㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第３種農地で、所有権移転売買で

す。 

整理番号６番の譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている ＨＭさ

んで、年齢は３２歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字久木元８２１番１７で、地目は田、地積

は５８７．０７㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第３種農地で、所有権移転売買で

す。 

整理番号７番の譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている ＨＭさ

んで、年齢は３２歳と、整理番号５番のＨＮと共有名義で二人は義理の

兄弟関係になります。 

申請地は、伊佐市大口大田字久木元８２１番１で、地目は田、地積は
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

１１０．７９㎡です。 

転用目的は通路で、農地区分は第３種農地で、所有権移転売買です。 

所在地は、大口病院から東へ約３００ｍに位置しており、北側、東側、

西側は宅地、南側は雑種地となっており、周囲に与える影響はないかと

思われます。 

また、住宅２軒につきましては一般住宅の基準５００㎡を超過してい

ますが、残地を農地として利用することが困難であると理由書が添付し

てあります。 

添付書類として、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計画書、

被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、土地改良区の意見書、

理由書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番、６番、７番について、処分決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番、６番、７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号８番について、去る３月２３日、申請人の代理

人 Ｔ行政書士立会いのもと、４番農業委員、５番農業委員、私１０番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県北九州市小倉北区魚町に所在する ＮＲ株式会社で

一般法人です。 

譲渡人は、熊本市池田２丁目に居住されている ＨＴさんで、市外住
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

民です。 

申請地は、伊佐市大口金波田字池之尻１００４番５で、地目は畑、地

積は１，２０４㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、羽月保育園から東へ約３００ｍに位置しており、南側は畑、

東側も畑、北側も畑、西側は道路を挟んで宅地で周囲に与える影響はな

いと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号９番について、去る３月２３日、申請人の代理

人 Ｈ行政書士立会いのもと、２番農業委員、１０番推進委員、私７番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、７番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ株式会社で一般法人です。 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

譲渡人は、伊佐市大口平出水に居住されている ＴＩさんで、年齢は

７４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字崎山１４２０番７３で、地目は畑、地積

は４９３㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、楠元川渓流自然公園から南へ約７００ｍに位置しており、

南側は畑、東側も畑、西側も畑、北側は道路を挟んで宅地で周囲に与え

る影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１６０枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１０番について、去る３月２３日、申請人の代

理人 Ｈ行政書士立会いのもと、７番農業委員、１０番推進委員、私２

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ株式会社で一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口原田に居住されている ＡＮさんで、年齢は８

５歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字国ノ十２１４７番１で、地目は畑、地積

は３３３㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、ルミエール伊佐から南へ約４００ｍに位置しており、東側

は宅地、西側は道路、南側は宅地、北側は山林で周囲に与える影響はな

いと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２３４枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１１番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に

ついてのうち、整理番号１１番について、去る３月２３日、申請人の代

理人 Ｔ行政書士立会いのもと、４番農業委員、５番農業委員、私１０
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県北九州市小倉北区魚町に所在する ＮＲ株式会社で

一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口牛尾に居住されている ＳＫさんで、年齢は７

３歳です。 

申請地は、伊佐市大口青木字野牟田原１６２８番１で、地目は畑、地

積は１，４８７㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、青木屯田池から南東へ約８００ｍに位置しており、南側は

畑と田、東側は宅地と畑、北側は道路を挟んで畑、西側は畑で周囲に与

える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、

委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

ついてのうち、整理番号１２番について、去る３月２３日、申請人の代

理人 Ｎ行政書士立会いのもと、１番推進委員、５番推進委員、私１１

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県春日市昇町５丁目に居住されている ＭＹさんで、

年齢は３３歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＮＴさんで、年齢は５

２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字迫田４３３１番１で、地目は畑、地積は

６９０㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で

所有権移転売買です。 

所在地は、菱刈中学校から南東へ約１ｋｍに位置しており、南側は太

陽光発電施設、東側は竹林、北側は宅地、西側は道路で周囲に与える影

響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１７６枚、設置容量４９．５

kwを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添

付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願い

いたします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、処分決定いたしました。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定に
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ついて、申請件数１２件について、１２件が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「非農地証明願」について提案いたします。 

番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

議案第４号非農地証明願についてのうち番号１番について、去る３月

２３日、申請人代理人 Ａ行政書士立会いのもと、事務局で現地調査を

行いましたので報告いたします。 

申請人は、千葉県浦安市入船五丁目に居住されている ＫＵさんと、

千葉市中央区東千場一丁目に居住されている ＹＥさんで共有名義にな

ります。 

申請地は、伊佐市大口原田字二の山２４８４番２６、地目は畑、地積

は１，１４８㎡です。 

非農地になった時期及び理由としては、昭和５５年月日不詳頃から周

囲が山林であったため耕作条件が悪く耕作を放棄したとのことで、今後

も農地として利用する予定がない事から今回非農地証明を願い出るもの

です。 

なお、Ｓ自治会長のＭさんより、２０年以上耕作を放棄し不耕作地だ

ったとの証明書が添付してあります。 

所在地は、忠元公園から北へ約３００ｍに位置し、東側は山林、西側

は原野、南側は山林、北側は水道用地となっています。 

調査の結果、この申請については農地性は喪失しており、農地への復

旧は困難であると判断しました。 

添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図等が提出され

ています。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わ

ります。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番については、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第４号「非農地証明願」は、申請件数１件について、１件の非農

地証明願が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンクによる農地法第３条第２

項第５号の下限面積（地番解除）」について提案いたします。 

番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

 議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンクによる農地法第３条第２

項第５号の下限面積（地番解除）」について、事務局より説明いたします。 

 申請人 ＭＡさんは、鹿児島市東坂元二丁目に居住する市外住民です。 

 申請地は、伊佐市大口曽木字天子ノ前３８３番１外３筆で、下殿橋よ

り南東約５００ｍに位置し、地目は田２筆、畑２筆で、地積は合計４５

０㎡で、宅地に隣接及び周辺にある農地です。 

 令和２年１０月３０日付けで、空家に付属する農地として下限面積の

地番指定を行っておりましたが、今回、空家と一緒に売却が決定し、伊

佐市空き家・空き店舗バンク実施要項第６条の規定により、登録台帳の

抹消がありましたので、申請地について下限面積の地番指定を解除した

いと思います。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、農地付空き家・空き店舗バンクによる農地法

第３条第２項第５号の下限面積（地番解除）について賛成の農業委員の

挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番については、農地付空き家・空き店舗バンクによ

る農地法第３条第２項第５号の下限面積（地番解除）が決定いたしまし

た。 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンクによる農地法第３条第２

項第５号の下限面積（地番解除）」ついては、申請件数１件について、１

件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 農業委員会が定める「別段の面積（下限面積）」の決定に

ついて提案いたします。事務局の説明を求めます。 

 

 議案第６号「別段の面積（下限面積）」の決定について説明いたします。 

 平成２１年の農地法の改正により、農業委員会が農林水産省令に定め

る基準に従い、市町村の区域内の全部または一部について、これらの面

積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、

これを公示した時は、その面積を農地法第３条第２項第５号の下限面積

として定めることができる。とあります。 

 伊佐市では平成２７年４月２０日より、市内全域の下限面積を３０ａ

と定め、また、平成２９年１０月１日より、特例農地として、空家バン

クに付属する農地を下限面積１㎡と定めています。 

 令和３年度も引き続き、今年度と同様に引用させていただきたいと考

えております。 

委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 事務局の説明がありました。当市は前年度３０ａとしていますが、変

更をするか否かを、委員の皆様にお聞きしたいと思います。 

 意見のある委員の方は、挙手をお願いします。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

よろしいでしょうか。 

伊佐市は、下限面積を現行のまま３０ａ、空家バンクに付属する農地

を下限面積１㎡でよろしいでしょうか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

いいという農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

議案第６号 農業委員会が定める「別段の面積（下限面積）」について

は改正農地法第３条第２項第５号により、伊佐市は下限面積を３０ａ、

空家バンクに付属する農地を下限面積１㎡といたします。 

 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「辞任届」の承認について議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第７号「辞任届」の承認について、説明いたします。 

令和３年３月１２日付けで、農地利用最適化推進委員の ＵＮさんよ

り辞任届が提出されました。 

 理由につきましては、「一身上の都合により３月３１日をもって農地利

用最適化推進委員を辞任したいのでご了承願います。」と書かれていま

す。 

 農業委員会等に関する法律第２３条の規定により、農業委員会の同意

を得て、推進委員を辞任することができるとあります。 

委員会の同意とは、総会出席者の過半数によって決定することになり

ますので、ご審議方よろしくお願いいたします。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第７号事務局の説明のとおり承認することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第７号「辞任届」の承認については承認されました。 
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議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

―――――――― 議案第８号 ―――――――― 

 

議案第８号「職員の任免」について議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

令和３年４月１日付け人事異動につきまして、３月２２日伊佐市市職

員の異動内示の発表がありました。 

 これに伴いまして、農業委員会等に関する法律第２６条第３号の規定

により、職員は農業委員会が任免することとなっておりますが、農業委

員会事務局も次の職員が異動になっております。 

 条例等の関係で、異動発表後の任免となることをご了承願います。 

 それでは発表いたします。 

 まず、転出につきまして、Ｂ農地振興係長が学校給食センターへ異動

です。私Ｏが林務課へ異動です。 

 続きまして転入職員につきまして、事務局長に教育委員会総務課のＫ

さんが転入です。また、建設課のＴ係長が転入になります。 

 異動は以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 なしということでございますので、お諮りいたします。 

 議案第８号事務局の説明とおり任免することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第８号「職員の任免」については承認されました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。３月の月例報告をします。 

５日、３月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２９日、本日ですが第１２
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     １０ 番     

                   

伊佐市農業委員     １１ 番    

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

回農業委員会総会です。 

４月の行事予定ですが、９日に４月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。 

２３日が現地調査です。２８日が第１回農業委員会総会です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

以上で、令和２年度 第１２回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

【終了時間  午前１０時３５分】 

 

 

  

 


